
香川県立屋島少年自然の家 

ゴミの取り扱いについて 

屋島少年自然の家では、ゴミの種類によって捨てる場所が違います。ゴミの分別にご協力ください。 

1. 各団体で持ち込まれたもののゴミ 

※ 原則としてすべて持ち帰りをお願いします。 

2. 当施設で注文したもののゴミ 

※ 次のように分別をお願いします。 

・弁当の空容器（食べ残し等も入れたまま） 

・割りばし 
①  弁当ゴミ 

・ペットボトルの容器 

・奉仕活動等で集めたゴミ 
②  ペットボトル 

・段ボール ③  段ボール 

・パック飲料の容器 

・ストロー 

・ペットボトルのふた、ラベル 

・パンの入っていたビニール 

・汁物のゴミ(必ず袋を二重にすること) 

・野外炊事のゴミ 

・奉仕活動等で集めたゴミ 

④  燃やせるゴミ 

・奉仕活動等で集めたゴミ ⑤  燃やせないゴミ 

なお、飲食物の持ち込みは禁止になっておりますので、必要なものはあらかじめ自然の家職員とご相談の上、

ご注文ください。 

 

 

②ペットボトル 

①弁当ごみ 

④燃やせるゴミ 

⑤燃やせないゴミ 

③段ボール 


